
６ 南海トラフ地震対策等
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保育所・幼稚園等の施設整備にかかる補助金について

就学前教育・保育施設整備交付金

１．補 助 対 象 施 設 私立幼保連携型認定こども園、私立保育所、公立及び私立小規模保育事業所、

保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園

［新築・大規模修繕・増築・改築・屋外教育環境整備・耐震補強工事 等］

２．補 助 率 国 １／２ （市町村 １／４ 法人 １／４）

保育提供体制の確保のための実施計画採択市町村：国 2/3 (市町村 1/12 法人 1/4)

３．補 助 対 象 経 費 本体工事費、特殊附帯工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 等

４．交付申請書等提出先 県教委 幼保支援課

学校施設環境改善交付金

１．補 助 対 象 施 設 公立幼稚園（幼稚園型認定こども園除く。）

［危険改築・不適格改築・大規模改造・屋外教育環境整備・新築・増築 等］

２．補 助 率 国 １／３

３．補 助 対 象 経 費 本体工事費、特殊附帯工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

４．交付申請書等提出先 県教委 学校安全対策課

私立学校施設整備費補助金

１．補 助 対 象 施 設 私立幼稚園（幼稚園型認定こども園除く。）

［新築・増築・屋外教育環境整備・耐震補強工事 等］

２．補 助 率 国 １／３

３．補 助 対 象 経 費 本体工事費、附帯工事費、実施設計費

４．交付申請書等提出先 県教委 幼保支援課

公立保育所 平成１８年度より一般財源化（税源移譲分交付税措置１／２）

私立保育所
就学前教育・保育施設整備交付金 国 １／２

（保育提供体制の確保のための実施計画採択市町村は 2/3）

公立幼稚園 学校施設環境改善交付金 国 １／３

私立幼稚園 私立学校施設整備費補助金 国 １／３

認定こども園 就学前教育・保育施設整備交付金 国 １／２

令和５年４月１日に施行された省令改正に伴い、児童福祉施設（保育所等）における業務継続計

画の策定・見直し等が努力義務となりました。

１．策定の目的

児童福祉施設等は、子どもの生命及び心身の安全等を支えるために必要不可欠な施設となっ

ており、非常時においても継続的なサービスが求められます。業務が継続できないとなると、

子どもの生命・安全が脅かされる可能性があるため、「業務の継続」が非常に重要です。その

ために、まずは施設の職員等、利用する子ども、保護者の災害対策や感染症対策に目配りし、

職員や保護者とともに子どもの安全を確保し業務を継続する体制を整えることが重要です。

２．目標

① 利用する子どもの安全の確保・保護者の安全の確保

② 子どもの保育・養護を実施する職員の安全の確保

③ 施設機能の維持

④ 早期復旧・再開

３．リスクに応じた基礎知識

（１）感染症

主として、人への健康被害が多く、全世界的に感染症が拡がります。国内、地域で感染症が

拡大し始めると通常業務に加えて感染症対策の業務が増加します。児童福祉施設等では、感染

拡大時においても、利用する子どもや職員の健康、生命を守る機能を維持しつつ事業の継続が

求められます。

（２）自然災害（地震）

施設設備等、電気・ガス・水道などのライフラインへの被害が多い傾向があります。ライフ

ラインが復旧するまでは用意した物品等で業務を継続する必要があります。その際、周囲から

の協力を得ることも重要です。地震の規模と被害の大きさによって状況は大きく異なるため、

施設の立地状況や地震規模を過酷事象で想定し、有効な対策を考える必要があります。

被害のなかった地域からの支援があれば、それによる業務継続も考えられます。発災時には、

緊急対応で通常業務は一時的に対応できなくなりますが、優先度の高い業務から回復を図り、

子どもの生命・安全を守るための事業の継続が求められます。

（３）自然災害（風水害）

主として、施設設備等への被害が多い傾向にあり、浸水被害などの被害を被った場合は、施

設内での業務の継続が困難になることがあります。またライフラインに被害が出た場合は、そ

れが復旧するまでの間は、用意した物品等で業務を継続する必要があります。その際、周囲か

らの協力を得ることも重要です。施設の立地状況などを踏まえて有効な対策を考える必要があ

ります。

４．児童福祉施設等全般の役割

地域全体で子どもの健康と安全を守る社会的意義のある公的な施設です。児童福祉を担って

いることから容易に業務の休止等を行えない、非常に重要なインフラです。

利用する子どもに乳児・幼児等が含まれており、大人によるケアが不可欠です。

児童福祉施設における業務継続ガイドライン（令和 3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業）より

保育所等における業務継続計画（ＢＣＰ）について
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保育所・幼稚園等の施設整備にかかる補助金について

就学前教育・保育施設整備交付金

１．補 助 対 象 施 設 私立幼保連携型認定こども園、私立保育所、公立及び私立小規模保育事業所、

保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園

［新築・大規模修繕・増築・改築・屋外教育環境整備・耐震補強工事 等］

２．補 助 率 国 １／２ （市町村 １／４ 法人 １／４）

保育提供体制の確保のための実施計画採択市町村：国 2/3 (市町村 1/12 法人 1/4)

３．補 助 対 象 経 費 本体工事費、特殊附帯工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 等

４．交付申請書等提出先 県教委 幼保支援課

学校施設環境改善交付金

１．補 助 対 象 施 設 公立幼稚園（幼稚園型認定こども園除く。）

［危険改築・不適格改築・大規模改造・屋外教育環境整備・新築・増築 等］

２．補 助 率 国 １／３

３．補 助 対 象 経 費 本体工事費、特殊附帯工事費、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

４．交付申請書等提出先 県教委 学校安全対策課

私立学校施設整備費補助金

１．補 助 対 象 施 設 私立幼稚園（幼稚園型認定こども園除く。）

［新築・増築・屋外教育環境整備・耐震補強工事 等］

２．補 助 率 国 １／３

３．補 助 対 象 経 費 本体工事費、附帯工事費、実施設計費

４．交付申請書等提出先 県教委 幼保支援課

公立保育所 平成１８年度より一般財源化（税源移譲分交付税措置１／２）

私立保育所
就学前教育・保育施設整備交付金 国 １／２

（保育提供体制の確保のための実施計画採択市町村は 2/3）

公立幼稚園 学校施設環境改善交付金 国 １／３

私立幼稚園 私立学校施設整備費補助金 国 １／３

認定こども園 就学前教育・保育施設整備交付金 国 １／２

令和５年４月１日に施行された省令改正に伴い、児童福祉施設（保育所等）における業務継続計

画の策定・見直し等が努力義務となりました。

１．策定の目的

児童福祉施設等は、子どもの生命及び心身の安全等を支えるために必要不可欠な施設となっ

ており、非常時においても継続的なサービスが求められます。業務が継続できないとなると、

子どもの生命・安全が脅かされる可能性があるため、「業務の継続」が非常に重要です。その

ために、まずは施設の職員等、利用する子ども、保護者の災害対策や感染症対策に目配りし、

職員や保護者とともに子どもの安全を確保し業務を継続する体制を整えることが重要です。

２．目標

① 利用する子どもの安全の確保・保護者の安全の確保

② 子どもの保育・養護を実施する職員の安全の確保

③ 施設機能の維持

④ 早期復旧・再開

３．リスクに応じた基礎知識

（１）感染症

主として、人への健康被害が多く、全世界的に感染症が拡がります。国内、地域で感染症が

拡大し始めると通常業務に加えて感染症対策の業務が増加します。児童福祉施設等では、感染

拡大時においても、利用する子どもや職員の健康、生命を守る機能を維持しつつ事業の継続が

求められます。

（２）自然災害（地震）

施設設備等、電気・ガス・水道などのライフラインへの被害が多い傾向があります。ライフ

ラインが復旧するまでは用意した物品等で業務を継続する必要があります。その際、周囲から

の協力を得ることも重要です。地震の規模と被害の大きさによって状況は大きく異なるため、

施設の立地状況や地震規模を過酷事象で想定し、有効な対策を考える必要があります。

被害のなかった地域からの支援があれば、それによる業務継続も考えられます。発災時には、

緊急対応で通常業務は一時的に対応できなくなりますが、優先度の高い業務から回復を図り、

子どもの生命・安全を守るための事業の継続が求められます。

（３）自然災害（風水害）

主として、施設設備等への被害が多い傾向にあり、浸水被害などの被害を被った場合は、施

設内での業務の継続が困難になることがあります。またライフラインに被害が出た場合は、そ

れが復旧するまでの間は、用意した物品等で業務を継続する必要があります。その際、周囲か

らの協力を得ることも重要です。施設の立地状況などを踏まえて有効な対策を考える必要があ

ります。

４．児童福祉施設等全般の役割

地域全体で子どもの健康と安全を守る社会的意義のある公的な施設です。児童福祉を担って

いることから容易に業務の休止等を行えない、非常に重要なインフラです。

利用する子どもに乳児・幼児等が含まれており、大人によるケアが不可欠です。

児童福祉施設における業務継続ガイドライン（令和 3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業）より

保育所等における業務継続計画（ＢＣＰ）について
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